
▼
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎（
０
５
２
）９
５
２‐８
１
１
１

10
月
１
日「
法
の
日
」記
念
事
業

無
料
相
談（
司
法
書
士・行
政
書

士・法
務
局
）

▪
司
法
書
士
相
談

日
時
／
場
所
：
10
月
７
日
（
土
）

午
前
10
時
～
午
後
１
時
／
田
原
福

祉
セ
ン
タ
ー
相
談
室
１・
３　

内

容
：
登
記
・
民
事
お
よ
び
家
庭

裁
判
所
の
手
続
き
・
遺
言
の
作
成

に
関
す
る
こ
と　

申
込
：
事
前

に
電
話
ま
た
は
当
日
会
場
に
て

（
先
着
順
）

▼
愛
知
県
司
法
書
士
会
東
三
河
総

合
相
談
セ
ン
タ
ー

☎（
０
５
３
２
）54‐５
６
６
５

▪
行
政
書
士
相
談

日
時
：
10
月
７
日（
土
）・８
日（
日
）

／
午
前
10
時
～
午
後
４
時　

場

所
：
愛
知
県
行
政
書
士
会
東
三

田
原
二
七
の
市
イ
ベ
ン
ト

開
催
に
伴
う
中
止
日

 

１
０
０
１
９
６
４

　
田
原
祭
り
お
よ
び
田
原
市
民
ま

つ
り
の
開
催
に
伴
い
中
止
し
ま
す
。

中
止
日
：
９
月
17
日
（
日
）・
10

月
22
日
（
日
）

▼
商
工
観
光
課

☎
23‐３
５
２
２

22‐３
８
１
７

全
国
一
斉「
高
齢
者･

障
害
者

の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

強
化
週
間　
　

　
虐
待
や
い
や
が
ら
せ
、
差
別
な

ど
で
お
困
り
の
高
齢
者
や
障
害
者

の
方
、
ま
た
は
見
聞
き
し
た
と
い

う
方
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
一
人
で
悩

ま
ず
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

相
談
担
当
者
：
法
務
局
職
員
お
よ

び
人
権
擁
護
委
員　

日
時
：
９

月
４
日
（
月
）
～
10
日
（
日
）
／

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
（
土

･

日
曜
日
は
午
前
10
時
～
午
後
５

時
）　
相
談
料
：
無
料

　

高
齢
者･

障
害
者
の
人
権

　
あ
ん
し
ん
相
談

　
☎（
０
５
７
０
）０
０
３
‐
１
１
０

生
活

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

９
月
21
日
木
～
30
日
土

１
０
０
３
０
３
７

　
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を
次

の
運
動
重
点
に
よ
り
展
開
し
、
交

通
事
故
の
防
止
を
図
り
ま
す
。

▪
運
動
重
点

◦
歩
行
中
の
子
ど
も
と
高
齢
者

お
よ
び
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
の

交
通
事
故
を
防
止
し
よ
う

◦
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・

自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故

を
な
く
そ
う

◦
後
部
座
席
を
含
め
た
す
べ
て
の

座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用

し
よ
う

◦
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う

▼
総
務
課

☎
23‐３
５
０
４

23‐０
１
８
０

支
部
事
務
局　
内
容
：
遺
言
書
・

遺
産
分
割
協
議
書・建
設
業
許
可・

農
地
転
用・産
業
廃
棄
物
許
認
可・

車
庫
証
明
・
会
社
設
立
な
ど
の
許

認
可
手
続
き
に
関
す
る
こ
と　
申

込
：
事
前
に
電
話
予
約
ま
た
は

当
日
会
場
に
て
（
予
約
優
先
）　

▼
愛
知
県
行
政
書
士
会
東
三
支
部

☎（
０
５
３
２
）53‐１
９
６
３

▪
法
務
局
休
日
相
談

日
時
／
場
所
：
10
月
１
日
（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
４
時
／
名
古
屋

法
務
局　

内
容
：
法
務
局
業
務

（
登
記
・
筆
界
特
定
・
人
権
擁
護

お
よ
び
供
託
な
ど
）、
遺
言
な
ど

の
公
正
証
書
の
作
成
、法
律
相
談
、

心
配
事
な
ど
に
関
す
る
こ
と　
申

込
：
事
前
に
電
話
予
約
ま
た
は

当
日
会
場
に
て
（
予
約
優
先
）

▼
名
古
屋
法
務
局
民
事
行
政
調
査

官
室

☎（
０
５
２
）９
５
２‐８
１
７
０

「たはら暮らし」の魅力
画像で発信中！
　市ではインスタグラムに公式アカウント「tahara_
kurashi（たはら暮らし）」を開設しています。
　「たはら暮らし」には、私た
ちが日常目にしている市内の風
景や暮らしのひとコマ、地域の
イベントなどの画像を投稿して
います。
　また、キーワードで画像が集
まるインスタグラムの仕組みを
利用し、市アカウントの閲覧登
録者に「＃たはら暮らし」のキー
ワードを付けた投稿を呼びかけ
ています。
　あなたの知らない田原市を発
見できるかもしれません。ぜひ
のぞいてみてください。

▶広報秘書課☎ 22-0138　 1004334
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INFORMATION おしらせ


